
はじめに

1948年に国連総会で世界人権宣言が採択され
て以来、約 80年に及ぶ国際人権法の歴史上、中
絶の権利を明文化した条約は、1つの例外を除
いて存在しない (1)。それもあってか、国際人権法
を含む法学において、中絶の権利は長らく周縁
に置かれていた (2)。中絶の権利が国際人権法にお
いて注目されるようになったのは、1970年代以
降にフェミニズムの主張や運動が世界的に展開
されていったことが大きい (3)。その影響を受けて
──とくに人口と女性に関する──国際会議にお
いて、「リプロダクティブ・ヘルス」と「リプロ
ダクティブ・ライツ」が提唱され、会議の最終
成果文書にそれらの新しい概念が取り入れられ
るようになった。1994年の国際人口開発会議（カ
イロ行動計画）と 1995年の第 4回世界女性会議
（北京綱領）は、その代表例である (4)。この新しい
概念の文脈において、中絶の権利が取り上げら
れることになったのである。
こうした流れにともない、とりわけ 21世紀に
入って、国際人権条約機関は、条約の解釈（一
般的意見・勧告）や政府報告書審査の総括所見、
個人通報に対する判断において、中絶の権利を
段階的に発展させ、承認してきた (5)。それと同時
に、世界各国において、中絶は、処罰の対象から、
健康や福祉の課題へ、さらに人権問題として理
解、対処されるようになってきた (6)。
中絶を含むリプロダクティブ・ヘルスは国際
的関心事項であるにもかかわらず、国際人権法
に関する諸機関や研究者が、この問題に長らく
取り組んでこなかった背景には、次のような事
情があると考えられる。すなわち、中絶問題には、
宗教や文化に基づく価値観の大きな相違 (7)、根深
い家父長制の存続 (8)、激化する政治的論争・対立
の格好のテーマ (9)、人権以外の多様な分野（医療・
看護、公衆衛生、疫学、科学技術など）との複

雑な関連性 (10)といった難題が常につきまとうか
らである。
これらのなかで、最初の 2つの難問は、いわ
ゆる人権の普遍主義と文化相対主義をめぐる議
論の根底にあるものとしてよく知られている。
しかし、中絶の権利は、この点から研究される
ことは少ない (11)。本稿は、国際人権法の歴史にお
いて繰り返されてきたこの難問を調整するアプ
ローチとして、法多元主義の視点から中絶の権
利について検討する。この視点は、国家法と非
国家法（慣習、宗教法など）の間にあるさまざ
まな関係を解明することに意識的に焦点を合わ
せる。国際人権法（研究）においても、中絶の
権利は重要な点において周辺から主流へ移行し
てきた (12)。それは主として、さまざまな人権条約
機関が条約の解釈によって中絶の権利（の内容）
を拡充してきた側面を考察してきた。本稿は、後
述するように、女性の（中絶の）権利と子ども（胎
児）の権利の間の調整がきわめて困難であるが
ゆえに、この分野の研究が手薄な子どもの権利
条約を分析の対象として取り上げる。
子どもの権利委員会が中絶の権利にどのよう
に対処してきたのか、それを法多元主義の視点
から考察するのが、本稿の目的である。

1　国際人権法と法多元主義

（1）法多元主義の研究
法学の主流である法実証主義は、国家法だけ
を法と考える「法一元論」を前提としている。
それに対して、法多元主義は、国家をはじめと
する多様な社会的領域において（公式・非公式な）
複数の法秩序が多元的に並存している実態に焦
点を合わせる (13)。これは、法の境界に関して 4つ
の点──法の場、法の形態、規範間の軌道（相互
浸透）、法主体──において多元性があると想定
する (14)。また、その研究姿勢は、公式法（国家法
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を中心とするさまざまな実定法）の間の共存を意
味する「弱い意味の法多元主義」と、非公式法（慣
習法や宗教法などの非国家法）も自律的な法と
考え、それと公式法との共存を意味する「強い
意味の法多元主義」に分けられる (15)。後者こそが、
法多元主義（の研究）が採用する本来的な立場
である (16)。
法多元主義に関する研究は、当初、教会法や
商人法のような中世の非国家法、植民地体制下
における宗主国と現地の固有法の並存について
分析した。しかし、冷戦崩壊後に進展したグロー
バル化を背景にして、1990年代以降、法多元主
義の研究は国際法を対象とするようになる。そ
こでは、主に国際法の多元主義（さまざまな分
野の国際法が協調している実態）、非国家的アク
ターによる「自己創造的」、「私的」な法の形成
と発展が考察されてきた (17)。こうした展開のなか
で、21世紀に入って、国際法の一分野である国
際人権法に関しても、法多元主義から検討され
るようなった。その背景には、①人権の普遍性
と文化的特殊性をめぐる論争の精緻化や再構築
によって、現状に対処する人権基準と文化がと
もに変化しうるという認識が高まったこと、②
国際社会における人権の主流化にともなって拡
充された多様なアクターによる国際人権法の利
用に関する実態調査が盛んになったという要因
がある (18)。

（2）国際人権法と法多元主義の研究
この分野の研究方法には、「トップダウン」と

「ボトムアップ」の法多元主義があるとされる。
トップダウン法多元主義は、法システムとして
国際人権法がある種の法多元主義を組み込んで
いる法規範と考え、前者が後者をどこまで容認
するのか、その度合いや方法を検討する。それ
に対して、ボトムアップ法多元主義は、複数の
ステークホルダーが法多元主義の立場から国際
人権法に挑戦し、後者に前者を取り込むプロセ
スを検討する (19)。また、エレン・デスメトは「法
多元主義の視点」を提唱した。この視点は、同
じ規範体系のなかに複数の規範が同時に適用さ
れている現状を意識的に分析しようとする理論
である (20)。この視点から国際人権法を考察するこ

とは、個別の国際人権法という同じ規範のなか
で国家法に代表される実定法だけでなく──法
律上と事実上を含む──非公式法がいかに適用
され、それらの相互関係がいかなるものかを解
明することが重視される。本稿は、トップダウ
ン法多元主義と法多元主義の視点を分析方法と
して採用する。
国際人権法と法多元主義の関係については、そ
の二面性について検討されてきた。第 1は、双
方が対立・抵触する関係にあるという側面であ
る。従来の研究においては、この側面に重点が
置かれ、（とくに家族法に関する）女性の権利、（非
公式法に基づく）公正な裁判と法の適正手続、（人
種、民族、宗教などの）マイノリティに対する
差別、宗教の自由に対する制限などが分析され
てきた。この場合、抵触する慣習・宗教法を改
廃するために国際人権規範が参照される。第 2は、
双方が協力し補強する関係にあるという側面で
ある。この側面の研究は少なく、その多くは先
住民族の権利（とくに土地、領土、資源の権利）
に焦点を合わせる。この場合は、慣習・宗教法
を補強するために国際人権規範が援用される (21)。
近年は、こうした国際人権法と法多元主義の

間の二項対立的な関係ではなく、双方の間の微
妙でグラデーションのある関係について検証す
るようになってきた。例えば、ヘレン・クアンは、
自由権規約と女性差別撤廃条約の政府報告書審
査における勧告から、双方の人権条約機関が国
際人権規範から判断してきた法多元主義に対す
る姿勢には、要請、容認、禁止という 3つの類
型があることを実証した (22)。デスメトは、先住民
族権利宣言を取り上げて、先住民族の法秩序と
国際人権規範が相互に影響を及ぼした側面があ
るものの、部分的にしか重なり合わず、双方に
は多様な関係があることを指摘した (23)。
前述した方法で国際人権法を考察することは、

国際人権条約の条文に基づいて、法律上と事実
上の非公式法（とその背景にある文化的価値観）
を分析の対象とするため、そこから導き出され
る見解は、その遵守が義務とされる条約の締約
国にとって受容、参照しやすいと考えられる。そ
の点が、この分析の利点である。そこから、こ
の研究は、国際人権法に対する西洋中心的な「偏
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狭性への異論」(24)の先を進んで、文化の多様性と
法の多元性をより深く取り入れた国際人権規範
を創造してゆくための手がかりを見出せる可能
性がある。ここに、本稿の意義がある。

2　「中絶の権利」対「胎児の権利」

前述した── 1990年代に開催された──人口
や女性の権利に関する国際会議では、中絶の権
利に関して論争が見られた。宗教的信念に基づく
胎児の権利を擁護する立場から、（バチカンを代
表とする）カトリック諸国やムスリム諸国は中
絶の権利を認めることに反対の姿勢を示した (25)。
これらの会議に先立つ 1970年代末から約 10年
に及ぶ審議を経て採択された子どもの権利条約
の起草過程においても、次のような対立がすで
に起きていた。
その起草過程において、ポーランドが最初に
提案した草案には、「子どもの定義」（第 1条）
に関して子どもの年齢が示されなかった。これ
に対して、胎児が子どもに含まれるのかという
疑念が複数の国から提起されたため、ポーラン
ドは、「この条約によれば、子どもとは……出生
の時から 18歳に達するまでのすべての人間をい
う」 という修正案（原案）を示した。原案の審
議（1980年第 3会期）では、この概念は「受胎
の時から」とすべきある、始期を定める試みは
放棄すべきであるといった意見が出された結果、
条文から「出生の時から」という文言は削除さ
れた。その議論と並行して、1980年（第 2会期）
に、原案前文 5段落が議論され、バチカンが、「子
どもの権利宣言」（1959年）の規定［「子どもは、
身体的および精神的に未成熟であるため、出生
前後に、適当な法的保護を含む特別の保護およ
びケアを必要とする」］を挿入するよう提案した。
これによって、起草参加国の間で、中絶をめぐ
る賛否両論の激しい議論が起きた。最終的には、
「出生前後に」という文言は取り入れられなかっ
た（採択された成案は 6段落）。その後、この問
題は先送りされたが、第 2読会（1989年）に入り、
バチカンの支援を受けて、マルタとセネガルが
この問題の議論を再開するよう提案した（子ど
もの始期として「受胎の時から」を挿入する第 1

条の修正案）。多くの国が強く反対したため、そ
の代替案として、前文に取り入れることが模索
された。ここでも、成案 6段落に関して、その
一部を「子どもの権利宣言」の規定に置き換え
る提案と、その末尾に「出生前後に」という文
言を追加する提案をめぐり、胎児や中絶の権利
に対する賛成国と反対国の間で論戦が交わされ
た。その結果、現行の前文 9段落（「子どもの権
利宣言において示されたように、『子どもは、身
体的および精神的に未成熟であるため、出生前
後に、適当な法的保護を含む特別の保護および
ケアを必要とする』ことに留意し」）と第 1条（「こ
の条約の適用上、子どもとは、18歳未満のすべ
ての者をいう。ただし、子どもに適用される法
律の下でより早く成年に達する場合は、この限
りでない。」）が採択された。その際、起草を推
進した作業部会は、その段落が締約国による第 1

条やその他のいかなる条文の解釈も損なう意図
はないという趣旨を声明として議事録に含める
ことも勧告した。このように、中絶と胎児の権
利は最も妥協が困難な問題の 1つであったため、
条文ではなく前文に、しかも、「受胎の時」と「出
生の時」のどちらにも解釈できる「出生前後に」
という表現を用いることによって、これらの権
利に対して賛否するいずれの国にも配慮した (26)。
こうした子どもの権利条約の起草過程におけ

る胎児と中絶の権利に関する激論は、国際人権
法の観点から見た同条約に関する先行研究にお
いても反映されている。（中絶の権利を優先し）
胎児の権利を認めない立場は、概ね次のように
主張する。起草過程の準備作業議事録を見ても、
子どもとは「18歳未満のすべての人間」（第 1条）
であると定義されており、生命に対する権利（第
6条）は「出生後の」子どもであり、「出生前の」
子ども（胎児）は権利の主体とされていない。前
文にある「子どもは、身体的および精神的に未成
熟であるため、出生前後に、適当な法的保護を
含む特別の保護およびケアを必要とする」こと
に留意し」（9段落）という文言は曖昧で何らか
の指針を示しておらず、妊婦の栄養や健康を対
象として、出生後に生存し成長する子どもの能
力を促進する国家の義務（出産に関わる母子の
ケア）を認めているにすぎない、と解釈する (27)。
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それに対して、（中絶の権利を軽視し）胎児の
権利を認めようという立場の大要は、次のよう
な主張である。世界人権宣言（第 1条－第 3条）
にある「すべての人（間）」には胎児が含まれ、
生命に対する権利（第 3条）の対象である。子
どもの権利宣言（1959年）の一節が、法的拘束
力のある子どもの権利条約前文（9段落）に明記
されたことで、「出生後」だけでなく「出生前」
の胎児も、子どもの定義（第 1条）に含まれ得
る。そのため、胎児にも生命に対する権利（第 6

条）は保障される。ウィーン条約法条約（1969年）
からすると、胎児の権利を否定する論者が依拠
する、準備作業議事録は「補助的な解釈手段」（第
32条）であり、「条約は、文脈によりかつその趣
旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の
意味に従い、誠実に解釈する」のであり、文脈に
は前文が含まれる（第 31条）。よって、準備作
業議事録よりも前文の通常の意味が優先される。
従って、胎児の権利が認められるはずである (28)。
このような中絶と胎児の権利をめぐる論争が
あるなかで、子どもの権利委員会は、条約の条
文には明記されていない中絶の権利に関してど
のような姿勢をとってきたのか。次章では、そ
の実態について詳しく検討する。

3　子どもの権利委員会の取り組み

（1）一般的意見
子どもの権利委員会が条約の条文を解釈した
一般的意見は現時点（2025年 11月）で 26号ま
で出されたが (29)、そのなかで中絶に言及されてい
るのは次の 4つである (30)。第 1は、子どもの権利
条約の文脈における思春期の健康と発達に関す
る一般的意見 4号（2003年）。ここでは、「危険
な中絶を理由とする思春期の女子の妊産婦有病
率および死亡率を削減……中絶が違法でない状
況においては中絶のための安全なサービス」と
いう措置をとること（31段落）、危険な中絶にさ
らされている青少年（37段落）である。第 2は、
乳幼児期における子どもの権利の実施に関する
一般的意見 7号（2005年）。ここでは、差別禁止（第
2条）に関して、女児が選択的中絶の被害を受け
る場合があることに言及している（11段落（b）

（i））。第 3は、到達可能な最高水準の健康を享受
する子どもの権利（第 24条）に関する一般的意
見 15号（2013年）。ここでは、①セクシュアル・
ヘルスとリプロダクティブ・ヘルスのためのサー
ビスに対する各国政府の再検討事項として、安
全な妊娠中絶に関する教育および指導を挙げて
いる（31段落）、②母親のための出産前後の適当
な保健を各国政府が確保する必要がある措置と
して、安全な妊娠中絶サービスと中絶後のケア
に言及している（54段落）、③セクシュアル・ヘ
ルスとリプロダクティブ・ヘルスにかかわる青
少年の特有のニーズに見合った保健制度と保健
サービスを確保する対象として、安全な妊娠中絶
のためのサービスを含める（56段落）、④各国政
府に対し、「妊娠中絶そのものが合法であるか否
かに関わらず、安全な中絶および中絶後のケア
のためのサービスへのアクセスを確保する」（70

段落）よう勧告している。第 4は、思春期にお
ける子どもの権利の実施に関する一般的意見 20

号（2016年）である。ここでは、思春期におけ
る死亡と疾病のリスクをもたらしている一例と
して、安全性を欠いた中絶を含め（13段落）、安
全な中絶と中絶後のサービスにアクセスできる
ことを確保するために中絶を非犯罪化すること、
中絶関連の決定において思春期の妊婦の意見が
常に聴かれかつ尊重されることを確保するよう
締約国に要請している（60段落）。
一般的意見から、条約の条文に明記されていな
い中絶に関して以下のことが確認できる。まずは、
1989年に条約が採択されてから 15年近く経過し
て初めて、条文の有権的解釈において中絶が取り
上げられた一方で、その後の約 15年間で 3つの
関連する一般的意見が採択された。次に、関心の
内容・対象が拡充されてきている。当初は、危険
な中絶による有病率・死亡率の低下、安全なサー
ビスの提供、選択的中絶の禁止などが課題とされ
た。しかし、2010年代には、安全な中絶に対す
る教育・指導、中絶後のケアやサービス、中絶の
非犯罪化、中絶当事者からの意見の傾聴といった
ことにも配慮を要請するようになっていった。

（2）政府報告書審査
政府報告書審査の後に子どもの権利委員会が
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出す総括所見において、中絶が指摘された会期
と締約国に関する実態の概要は、次のようなも
のである。会期については、政府報告書審査が
始まった第 3会期（1993年）ではじめて言及され、
1996年と 2007年を除き、2024年まですべての
年で指摘されている（ただしすべての会期では
ない）。締約国に関しては、144カ国が言及の対
象となっている（地域別では、アフリカ 37、ア
ジア・太平洋 27、アメリカ 26、ヨーロッパ・中
央アジア 39、中東・北アフリカ 15）。世界のす
べての地域の国が指摘されており、196カ国の締
約国のうち 73％が対象となっている (31)。
具体的な指摘に関して、まず、総括所見にお
いて締約国に示された懸念事項については、次
のような諸点が見られる。言及された頻度が多
い順番に、①（違法な）中絶が行われる割合・
水準の高さ (32)、②中絶に関するデータの欠如 (33)、
③違法な中絶が妊産婦の死亡する原因（健康と
生命に対するリスク）(34)、④秘密裏に行われる中
絶（闇中絶）(35)、⑤合法的で安全な中絶へのアク
セスの欠如 (36)である。指摘された順序では、①
が最も早く、次いで④、そして②、③、⑤となっ
ている。その他の例としては、医学的問題の多
発 (37)、医師が合法的中絶を行うことができる時期
を知らせるガイドラインの不在と適切な中絶後
のケアの欠如 (38)、合法的中絶を認めた憲法裁判所
の判決に従わない当局や医療スタッフ (39)、安全な
中絶に対する低い意識 (40)などがある。
総括所見で締約国に出された勧告には、以下の
ような内容が見られる。第 1は、現行法の見直し
や改正の要請。1つは、中絶を制限する法律の見
直し。具体的には、（中絶を認める）例外規定の
明確化や追加 (41)、手続きの明確化 (42)、（親の同意、
公的医療保険の対象外、待機期間、事前のカウ
ンセリングに関する）実施要件の撤廃 (43)、（中絶
の実施にともなう）不利益な取扱い（強制的な
学業の停止、強制的養子縁組）の廃止 (44)、（医師
による中絶手術に対する）良心的拒否の撤廃 (45)、
国内における（州や島の間の）格差の是正 (46)、カ
ノン法（1398年）の廃止 (47)である。もう 1つは、
中絶の非犯罪化。これには、漸進的な撤廃 (48)、懲
罰的中絶法の見直し・改正 (49)、刑法の改正・廃
止 (50)などがある。

第 2は、安全な中絶と（中絶後のケア）に関
する諸措置の要請。これに関して、まずは、安
全な中絶と（中絶後のケア）に関するガイドラ
インの作成。例えば、医師が合法的に中絶を行
うことができるガイドラインの採択 (51)、安全な中
絶と中絶後のケアに関する明確なガイドライン
の思春期の子どもや保健医療従事者への提供 (52)

などが勧告されている。次は、①中絶の決定に
際して中絶当事者である子どもの意見が常に傾
聴、尊重されること (53)、②中絶後のケアサービス
の提供と利用 (54)。後者はその後、安全な中絶と中
絶後のケアサービスへのアクセスと確保するこ
とへと発展し (55)、この新たな表現が①とセットで
勧告されることが一般化されるようになった (56)。
第 3は、中絶を減少させるさまざまな措置の

要請。これに対しては、次のような複数の措置
に言及している。①情報提供と意識向上や教育。
例えば、前者では、リプロダクティブ・ヘルスと
家族計画 (57)、後者では、学校でのリプロダクティ
ブ・ヘルスと家族計画 (58)、リプロダクティブ・ヘ
ルスに関する保健教育 (59)、中絶の否定的影響 (60)、
などが取り上げられている。②避妊との関係。こ
れには、避妊手段として中絶の利用を減らす努
力の継続 (61)、中絶が避妊手段として認識されない
ようにするための措置の確立 (62)、そして避妊具の
利用促進 (63)がある。③その他、中絶にともなう
10代の少女の死亡に対処する（緊急）措置 (64)、
中絶の増加への対応 (65)なども勧告されている。
第 4は、女性差別（ジェンダー格差）の撤廃
の要請。ここでは、（男児を優先・選好する）性
選択的中絶を撤廃するために、次のような具体
的措置に言及している。すなわち、（社会的慣行
を支える）文化社会的要因の調査 (66)、（有害な影
響、男女平等の価値に関する）意識向上 (67)、防止・
規制・禁止（の強化）のための対策・戦略の策
定 (68)、家族計画サービスの拡大 (69)、現行法の強化
や効果的実施 (70)である。
第 5は、中絶に関する調査・研究の要請。こ
れには、違法な中絶が思春期の子どもに及ぼす
影響に関する包括的な学際的研究 (71)、危険な中絶
とそれが女性の健康に及ぼす影響に関する綿密
な調査 (72)が指摘されている。
その他には、次のような勧告も出されている。
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一人っ子政策による「中国本土の地方当局によ
る 10代の少女に対する強制中絶と強制不妊手術
のすべての事案を迅速かつ独立して調査し、公
に報告するとともに、そのような犯罪に責任の
あるすべての職員に対する訴追」(73)合法的中絶を
認めた憲法裁判所の判決の遵守を監視するメカ
ニズムの考案、中絶を拒否された少女に効果的
な司法へのアクセスの提供、責任者に対する制
裁の確保 (74)、「中絶の場合の法定後見人への通知
が、当該少女に対する事前のインフォームド・
コンセントのもとに行われ、プライバシー権に
合致したものであることの確保」(75)などである。
子どもの権利委員会が勧告した 5つの要請は、
指摘される回数が多い順序を示している。それ
らが勧告された順番は、③が最も早く、次いで
①と⑤が同時期、そして④と②が続く。これは、
前述した 4つの一般的意見（で言及された中絶
に関する内容）が出された順序にほぼ一致する
（ただし、①は最新の一般的意見 20号で指摘さ
れた）。また、以上の勧告は、健康・医療に対す
る権利（第 24条）において最も多く指摘されて
いる。女性差別の撤廃に関しては、差別の禁止（第
2条）、生命に対する権利（第 5条）で取り上げ
られている。
ここまで確認してきた、政府報告書審査にお
いて子どもの権利委員会が中絶に対処してきた
方法を、中絶に関する規制との関係でまとめる
と次のようになる。一般的に、中絶に関する規
制には、①禁止型、②適応規制型、③期限規制
型という 3つのモデルがあるとされる。①は最
も厳格な規制であり、基本的に刑法や中絶禁止
法などで中絶を禁止する。②は厳格な規制であ
り、社会的適応（貧困など）、医学的適用（母体
の生命の危険など）、倫理的適応（レイプによる
妊娠など）、胎児適用（障害や身体疾患など）の
いずれを認めるかによって厳格性に差が出る。
③は緩やかな規制であり、一定の期間内では自
由に中絶を認める。これには公認のカウンセリ
ングを要件とする相談型も含める (76)。子どもの権
利委員会の中絶に対する姿勢は、基本的に③の
モデルに近い。それは、①に対しては中絶の非
犯罪化、②に対しては適用要件を緩和する方向
に法改正を要請していること、そして③に関し

ては安全な中絶と中絶後のケアやサービスへの
アクセスを確保するよう要請している点に見出
せる。現行法の見直しや改正、安全な中絶と（中
絶後のケア）に関する諸措置、この 2つの措置は、
委員会が最も頻繁に要請した勧告であった。た
だし、中絶を積極的に推進することを認めてい
るわけではない。また、現時点では、親の同意
要件の撤廃を要請しつつも、思春期の少女の要
望に応じる（オンデマンド）中絶を完全に容認
しているわけではない。必要な者に対して安全
な中絶を可能な限り円滑に行うために必要な要
件や環境を整備し、それを妨げるさまざまな障
壁をできるだけ取り除く措置をとること、これ
が条約に明文化されていない中絶の権利を保護・
促進するために採用してきた子どもの権利委員
会の戦略であると言える。

（3）個人通報
子どもの権利委員会がこれまで個人通報に対
して判断を下した事案のなかで、実質的に中絶が
争点となったのは、次の「カミラ（仮名）対ペルー
事件」(77)だけである。父親からレイプされ妊娠し
たペルー人の少女（13歳）が、警察、保健医療
従事者、司法関係者によって（治療的）中絶サー
ビスへのアクセスを妨げられ、嫌がらせを受け
た。そのことが周囲に知られて、学校に行けな
くなるだけでなく、地域社会から離れざるを得
なくなった。ペルーでは妊産婦の健康や生命に
危険が及ぶ場合は中絶が合法であるにもかかわ
らず、少女は強い自殺念慮をもつなど精神疾患
の苦痛を訴えていたが、治療を拒否された。そ
の結果、自然流産をした後に、自己堕胎罪で起
訴され有罪となった。
申立人（カミラ）に対するこうした措置を審
査した子どもの権利委員会は、次のような複数
の条約違反を認定した。第 1は、13歳の少女に
中絶サービスの情報やアクセスを提供しなかっ
たことが、予見しうる産科的緊急事態をもたら
した原因であることから、条約第 12条と第 24

条の違反、また申立人の度重なる中絶の要求を
考慮しなかったことは条約第 12条 1項（意見を
聴聞される権利）の違反である。第 2は、適切
な精神的ケアの欠如、専門的な医療スタッフと

子どもの権利条約と中絶の権利―法多元主義の視点からの一考察   143



医療施設へのアクセスの悪さが、申立人の精神
的苦痛と自然流産の原因であるとして、条約第
24条の違反である。第 3は、父親からのレイプ
と中絶へのアクセスの欠如による身体的・精神
的苦痛、自己堕胎を理由とする裁判と有罪判決
による苦痛の悪化と長期化は、貧しい農村の先
住民族の少女であるという社会的に弱い立場を
考慮しながら、条約第 37条（a）（拷問または他
の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける
取扱いの禁止）に違反する。第 4は、妊娠の継
続を強制する目的で、医療スタッフが、時には
警察官をともなっておこなった家庭訪問は、学
校の退学と地域社会から離れることにつながっ
たことから、条約第 16条 1項（プライバシーの
保護）の違反である。第 5は、申立人に妊娠検査、
年齢にともなう妊娠に関するリスク、治療的中
絶を要請する可能性についての情報が提供され
なかったことが、産科的緊急事態と自然流産に
つながったことから、条約第 13条 1項（情報の
自由）の違反である。第 6は、申立人が安全な
中絶を利用できず、その後、自己堕胎のために
起訴されたこと自体が、ジェンダーに基づく差
別的な取り扱いであり、そのために自分の健康
にとって不可欠なサービスへのアクセスを拒否
され、自分の生殖役割に関するジェンダーに基
づくステレオタイプに従わなかったために処罰
されたことから、条約第 2条の違反である。第 7

は、申立人が父親によるレイプの被害者という
社会的にきわめて弱い立場に置かれていたこと、
それにもかかわらず保護されるどころか、自己
堕胎罪という有罪判決を受けて再被害者化され
たこと自体が暴力の一形態であるとして、条約
第 19条（親による虐待からの保護）と第 39条（子
どもの心身の回復と社会復帰の権利）の違反で
ある。
委員会は、ペルー政府に、申立人に対する被
害回復措置（十分な補償、学業を含む生活の再
建などの支援）、精神保健サービスへのアクセス
を促進するよう要請した。さらに、中絶の非犯
罪化、安全な中絶サービスと中絶後のケアへの
アクセスの確保、治療的中絶へのアクセスに関
する規則の改正、同規則の規範に対する明確で
迅速な救済措置の確立、リプロダクティブ・ヘ

ルスに関する情報とサービスの提供を含む、8点
の（安全な）中絶を阻害する要因に対する予防
措置をとる勧告をおこなった。
この事案における子どもの権利委員会の中絶
に対する姿勢は、（とくにヨーロッパ人権裁判所
による）主流のアプローチとは異なり、次のよ
うな「中絶に関する法学をフェミニスト化する
ための重要なインセンティブを確立した」とさ
れる (78)。第 1は、胎児の利益と思春期の若者の利
益との間でバランスをとる主流の立場を避けて、
後者の妊娠それ自体が中絶を正当化している（思
春期の若者にとって中絶は常にアクセス可能で
なければならい）。第 2は、国内法で中絶にアク
セスする権利が実際に正しく実施されたかどう
かを評価する主流のアプローチに対して、委員
会は中絶が国内法で合法か否かを立証する必要
がないという姿勢をとり、いずれであれ安全な
中絶へのアクセスを認めるよう勧告する。第 3は、
妊産婦が中絶にアクセスできないことが非人道
的なまたは品位を傷つける取扱いと判断する基
準を特定の外在的要素（年齢、胎児の障害など）
に求める主流の法理論（これは被害者を再被害
者化する）に対して、委員会は、妊娠の継続が
そうした取扱いをされない妊婦の権利に及ぼす
影響だけに焦点を合わせ、複合的な脆弱性の要
素（父親によるレイプの被害者）が当事者の苦
痛を悪化させたと認定することで、再被害者化
を避けた。第 4は、中絶へのアクセスの禁止を（女
性）差別であると判断したがらない主流の解釈
に対して、委員会は、少なくとも妊娠が深刻な
健康被害をもたらす場合、中絶へのアクセス不
可能性とその犯罪化それ自体が差別的であると
認定する。その意味で、本事案は「中絶の権利
を強化する闘いにおける重要な画期的出来事と
なった」と指摘されている。

（4）法多元主義からの考察
筆者は、前述したクアンの分析を参照しなが
ら、子どもの権利委員会による法多元主義の判
断には、2つの要請（国際人権規範の範囲内で法
多元主義を要請する、双方の間にバランスをと
る）、積極的容認、禁止という 4つのパターンが
あることを明らかにした (79)。これに依拠すると、
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中絶に関する子どもの権利委員会の法多元主義
に対する姿勢は次のようなものである。まずは、
積極的容認。これは、前述した個人通報の事例
で見られる。委員会は、妊娠した少女の健康に
悪影響を及ぼす諸要因の 1つとして、文化的要
因を考慮している（8.5段落）。そして、条約第
37条（a）違反の根拠の 1つとして、申立人が置
かれた脆弱性のなかに農村の先住民族出身であ
ることを指摘した（8.12段落）。これは、委員会
は条約が定める権利の侵害を認定する際に、先
住民性や文化的価値観を判断基準として積極的
に活用していることを示している。
次は、禁止の事例。性選択的中絶に関しては、
その慣行にまで対処し、その慣行を支える伝統
や文化の課題を指摘し、法律と事実の間に存在
する隔たりにも着目していた。とくに事実上の
慣行には非公式法が機能しており、その問題点
の改善も求めた。また、中絶に反対するバチカ
ンが中絶に関する 1398年カノン法の改正を勧告
されたように、委員会は、条約に抵触する宗教
法にも禁止措置を要請する。さらに、ガンビア
が（第 4回－第 7回合同）政府報告書において、「中
絶を犯罪とする法律を見直す問題は、コミュニ
ティ、伝統的指導者、宗教的指導者とのさまざ
まな協議において、懸念事項として提起されて
きた。データはないが、協議中の大多数のガン
ビア人は、宗教的信条から中絶の合法化を支持
していなかった」(80)と報告したことに対して、委
員会は、「中絶を非犯罪化し、少女のための安全
な中絶と中絶後のケアサービスへのアクセスを
確保し、情報キャンペーンなどを通じて関連す
る社会文化的障壁に対処する」(81)よう勧告した。
ここから、委員会は国際人権規範に反する法多
元主義にかかわる要因を禁止する姿勢をとるこ
とが見てとれる。
最後に、2つの要請は見られない。しかし、委
員会は、中絶に関して次のような興味深いアプ
ローチを採用している。国際人権規範と法多元
主義が過度に衝突する場合には、判断を回避す
るという姿勢である。それは、胎児の権利と中
絶の権利の対立が起きそうな場合の委員会の態
度である。たとえば、リビアの第 1回政府報告
書審査において、リビア政府の代表は、「聖クル

アーンでは、出生前と出生後の子どものすべて
の権利を包含する義務を父母に課している」(82)、
「リビアの法律では、受胎の瞬間から人間の胚は
生命に対する権利を享受しており、したがって
中絶は犯罪である。唯一の例外は、妊娠を継続
した場合、母体の生命に重大な危険が及ぶ場合
である」(83)と述べた。それに対して、審査に参加
した委員は、妊娠・中絶が増加する傾向や青少
年の健康状態を監視する規則があるのか、合法
的な中絶がおこなわれた件数の傾向を示す統計
があるのか、という質問をするだけあった (84)。ま
た、総括所見では、中絶に関するデータがない
ことに懸念を示したのみであった (85)。前述したよ
うに、条約の起草過程において最も妥協せざる
を得なかったのが、胎児の権利と中絶の権利を
めぐる意見の相違であった。中絶の権利を保護
する環境を整えるために、委員会はこの対立を
蒸し返さない姿勢をとっている。これによって、
国際人権規範と法多元主義の対立が先鋭化する
ことを避けられる。要するに、委員会は、この
問題に対する判断を回避することで、法多元主
義に開かれた姿勢を堅持しようとしていると考
えることができる。

おわりに

子どもの権利条約は、その前文において、子
どもに関する国際人権規範に留意する（8段落）
一方で、「人民の伝統および文化的価値の重要性
を正当に考慮する」（12段落）と述べる。双方の
調整は困難な作業であり、それが最も先鋭的に
見られたのが条約の起草過程における胎児と中
絶の権利をめぐる議論であった。そのため、子
どもの権利委員会は、政府報告書審査において
この問題が再燃しそうな場合に判断を避けるア
プローチをとってきた。同時に、条約に明記さ
れていない中絶の権利を保護・促進するための
条件整備に力を注いできた。国際人権規範と法
多元主義の研究からすると、これは、委員会が
法多元主義に開かれた姿勢を保持したいことの
現れであると見ることができる。
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注
（1） 唯一の例外は、2003年 7月 11日にアフリカ連

合が採択した「アフリカにおける女性の権利に
関する議定書」第 14条 2項である。［Zampas 

and Gher 2008］250.

（2） ［Mullally and Murray 2006］646. 

（3） ［塚原 2014］（第 6章と第 7章）を参照。
（4） ［谷口 2007］（第 1章と第 2章）、［リプロダクティ

ヴ法と政策センター編 2001］を参照。
（5） ［塚原 2022］第 5章、［OHCHR 2020］を参照。
（6） ［塚原 2014］148頁。［Cook, Dickens, and 

Fathalla 2003］106-107.　
（7） ［Cook, Dickens, and Fathalla 2003］3. 代表的

な宗教の中絶観については、［ポッツ／ディゴリ
イ／ピール 1985］3－7頁を参照。

（8） ［Yamin and Bergallo 2017］10. 

（9） ［ 荻 野 1994］6－ 7頁。 アメリカは［ 緒方
2006］、日本は［ノーグレン 2023］を参照。

（10） ［Rowlands 2014］1.

（11） その例外として、［Rebouché 2016］を参照。
（12） ［Rebouché 2016］776. 

（13） ［International Council on Human R ights 

Policy 2009］2-5. 

（14） ［Macdonald 2013］26-27. 

（15） ［浅野 2018］44－45頁。
（16） ［Kitamura 2023］7-8. 

（17） ［Tamanaha2008］377-390.

（18） ［Corradi 2017］1-2. 

（19） ［Mégret 2013］71-72. 

（20） ［Desmet 2017］46-47. 

（21） ［木村 2023］71－72頁。
（22） ［Quane2013］675-702. 

（23） ［Desmet2017］47-54.

（24） これは、「国際人権法が「偏狭な」価値観の体
系やその価値観の秩序を体現しており、準普
遍的あるいは普遍的な適用範囲を通じて、それ
を共有しない人びとや社会に対して不当に押し
付けているという主張である」。［Besson 2013］
136.

（25） ［塚原 2014］11頁。
（26） ［木村 2025］46－48頁。
（27） ［Cook, Dickens, and Fathalla 2003］24, ［Copelon, 

Zampas, Brusie, & deVore 2005］122, ［Zampas and 

Gher 2008］263-264.

（28） ［Finegan 2020］ 13, ［Joseph 2009］ chapter8, 

［Olatokun & Ahmad 2014］158-159. 

（29） すべての一般的意見は、つぎのウェブサイトを参
照。https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies

 /crc/general-comments　
（30） 以下、一般的意見の日本語訳は、つぎのウェブ

サイトを参照。https://w.atwiki.jp/childrights/

pages/32.html　
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